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デバイスの充実と利用シーンの拡大デバイスの充実と利用シーンの拡大

ネットサービスと連動したデバイスの登場により、新たな利用シーンが誕生ネットサービスと連動したデバイスの登場により、新たな利用シーンが誕生ネットサービスと連動したデバイスの登場により、新たな利用シーンが誕生

Non PCNon PCデバイスデバイス

電子書籍電子書籍

接続環境接続環境

フォトフレームフォトフレーム カメラカメラ

音声音声

携帯携帯 PCPC

スマートフォンスマートフォン

ゲーム機ゲーム機 音楽プレイヤー音楽プレイヤー

音声端末音声端末

デスクトップデスクトップ

ノートブックノートブック

EEメールメール動画・写真動画・写真クラウドクラウド音楽配信音楽配信
EEコマースコマース

電子書籍電子書籍

無線無線 固定固定

成長が期待できる分野成長が期待できる分野
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携帯端末のトレンド携帯端末のトレンド

グローバル端末としてのスマートフォンは需要が急速に拡大グローバル端末としてのスマートフォンは需要が急速に拡大グローバル端末としてのスマートフォンは需要が急速に拡大
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【【携帯電話の出荷台数予測とスマートフォンの割合携帯電話の出荷台数予測とスマートフォンの割合】】

iPhoneiPhone発売発売 日本で日本でAndroidAndroid携帯発売携帯発売

■■出所：出所：Informa Telecom & MediaInforma Telecom & Media（（情報通信アウトルック情報通信アウトルック20102010））

※※20082008年までは実績値年までは実績値

スマートフォン出荷台数スマートフォン出荷台数

携帯電話出荷台数携帯電話出荷台数
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携帯端末の価格携帯端末の価格

日本の携帯端末の価格は高止まり日本の携帯端末の価格は高止まり日本の携帯端末の価格は高止まり

iPod Touch(8GB)iPod Touch(8GB)

19,80019,800円円

■■Apple StoreApple Store販売価格販売価格(2010(2010年年33月現在）月現在）

日本の携帯端末日本の携帯端末

約約66万円前後万円前後

コスト構造、出荷数、もしくはコスト構造、出荷数、もしくは

価格設定に課題があるのでは？価格設定に課題があるのでは？

通信サービスとバンドルで販通信サービスとバンドルで販
売されるため、端末価格に売されるため、端末価格に

反映されにくい反映されにくい

メーカが販売メーカが販売 キャリアが販売キャリアが販売

主な違いは３主な違いは３GGでで
の通信機能の通信機能

価格差が生じる理由価格差が生じる理由

■■20092009年発売携帯の販売価格から当社調べ年発売携帯の販売価格から当社調べ

通信サービスを利用者が通信サービスを利用者が

自由に選択可能自由に選択可能
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新しい携帯端末市場の創造新しい携帯端末市場の創造

利用者による携帯端末の選択肢は、広がるべき利用者による携帯端末の選択肢は、広がるべき利用者による携帯端末の選択肢は、広がるべき

キャリア端末市場キャリア端末市場 グローバル端末市場グローバル端末市場

従来の端末市場従来の端末市場 新しい端末市場新しい端末市場

グローバルなプラットフォームグローバルなプラットフォーム

利用者が利用者が
選択可能選択可能

マーケットは並存マーケットは並存

キャリア主導のマーケットキャリア主導のマーケット

キャリアプラットフォームキャリアプラットフォーム

垂直統合型ビジネスモデル垂直統合型ビジネスモデル

（キャリア限定）（キャリア限定）

新しいプレイヤーが参入新しいプレイヤーが参入

水平分業モデル水平分業モデル

（キャリアフリー）（キャリアフリー）
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政策面での対応政策面での対応

日本企業の国際競争力に寄与するためには
まず国内マーケットを創造することが効果的

日本企業の国際競争力に寄与するためには日本企業の国際競争力に寄与するためには
まず国内マーケットを創造することが効果的まず国内マーケットを創造することが効果的

利用者保護利用者保護

市場活性化市場活性化

どのキャリアの利用者であっても、どのキャリアの利用者であっても、SIMSIMロックフリーのロックフリーの
携帯端末が利用可能な環境整備が必要携帯端末が利用可能な環境整備が必要

キャリア以外のプレイヤーでも、端末事業への参入がキャリア以外のプレイヤーでも、端末事業への参入が
容易になる環境整備が必要容易になる環境整備が必要
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互換性互換性

政策面での対応政策面での対応(1)(1) 端末の流動性端末の流動性

利用者保護と市場活性化には端末の流動性を担保する事が必要利用者保護と市場活性化には端末の流動性を担保する事が必要利用者保護と市場活性化には端末の流動性を担保する事が必要

SIMSIMロックフリー端末ロックフリー端末

SIMSIMロックフリー端末とキャリア端末との間でロックフリー端末とキャリア端末との間で
「どうすれば公正な競争環境を作れるか」という観点も必要「どうすれば公正な競争環境を作れるか」という観点も必要

周波数・通信方式と最低限の基本機能を定めることで端末の流動性を確保周波数・通信方式と最低限の基本機能を定めることで端末の流動性を確保

多様なプレイヤーの参入が容易になり多様なプレイヤーの参入が容易になり

それぞれのプレイヤーがアプリケーションなど得意分野で創意工夫し、付加価値を向上それぞれのプレイヤーがアプリケーションなど得意分野で創意工夫し、付加価値を向上

キャリアキャリアBB

SIMSIMロックフリー端末ロックフリー端末

プラットフォームプラットフォームBB

アプリケーションアプリケーション

互換性互換性

※※キャリアによる端末のキャリアによる端末のIOTIOTの効率化も必要の効率化も必要

●●周波数・通信方式周波数・通信方式

端末の用途に応じた機能の互換性を担保端末の用途に応じた機能の互換性を担保

周波数・通信方式の互換性は必須周波数・通信方式の互換性は必須

●●電話電話
●●インターネット接続インターネット接続
●●Email/SMSEmail/SMS

キャリアキャリアAA

プラットフォームプラットフォームAA

アプリケーションアプリケーション
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政策面での対応政策面での対応(2)(2) 周波数割当周波数割当

キャリア間の公平な競争を確保するには、競争中立的な周波数割当が必要キャリア間の公平な競争を確保するには、競争中立的な周波数割当が必要キャリア間の公平な競争を確保するには、競争中立的な周波数割当が必要

800MHz800MHz
(30MHz)(30MHz)

800MHz800MHz
(30MHz)(30MHz)

1.5GHz1.5GHz
(30MHz)(30MHz)

1.5GHz1.5GHz
(20MHz)(20MHz)

1.7GHz1.7GHz
(30MHz)(30MHz)

1.5GHz1.5GHz
(20MHz)(20MHz)

1.7GHz1.7GHz
(30MHz)(30MHz)

2GHz2GHz
(40MHz)(40MHz)

2GHz2GHz
(40MHz)(40MHz)

2GHz2GHz
(40MHz)(40MHz)

130MHz130MHz

90MHz90MHz

60MHz60MHz

30MHz30MHz

DCMDCM

KDDIKDDI

SBMSBM

EMEM

IMTIMTコアバンドコアバンド【【現行の周波数割当状況現行の周波数割当状況】】

EMEMのみのみIMTIMTコアバンド（コアバンド（2GHz)2GHz)の割当てがなく、グローバル端の割当てがなく、グローバル端
末では末ではEMEMのネットワークが利用できないのネットワークが利用できない

700MHz700MHz 900MHz900MHz

次期割当予定次期割当予定

各キャリアの周波数帯域の公平な取扱いと今後の周波数割当へ配慮すべき各キャリアの周波数帯域の公平な取扱いと今後の周波数割当へ配慮すべき
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まとめまとめ

競争中立的な周波数割当が必要競争中立的な周波数割当が必要競争中立的な周波数割当が必要

国内マーケットの創造による国際競争力向上に寄与国内マーケットの創造による国際競争力向上に寄与国内マーケットの創造による国際競争力向上に寄与

利用者に対して選択肢を提供できるSIMロックフリーは賛成利用者に対して選択肢を提供できる利用者に対して選択肢を提供できるSIMSIMロックフリーは賛成ロックフリーは賛成

市場活性化と利用者保護には政策面の後押しも必要市場活性化と利用者保護には政策面の後押しも必要市場活性化と利用者保護には政策面の後押しも必要
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本資料は情報の提供を目的としており、本資料による何らかの行動を勧誘する本資料は情報の提供を目的としており、本資料による何らかの行動を勧誘する
ものではありません。本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されものではありません。本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成され
ていますが、当社はその正確性、完全性に関する責任を負いません。ご利用にていますが、当社はその正確性、完全性に関する責任を負いません。ご利用に
際しては、ご自身の判断にてお願いします。ここに示した意見は、本資料作成際しては、ご自身の判断にてお願いします。ここに示した意見は、本資料作成

日現在の当社の意見を示すのみです。当社は、本資料中の情報を合理的な範日現在の当社の意見を示すのみです。当社は、本資料中の情報を合理的な範
囲で更新するようにしていますが、法令上の理由などにより、これをできない場囲で更新するようにしていますが、法令上の理由などにより、これをできない場
合があります。合があります。


